
ア　市長選挙

うち代理記載による投
票者
（法49条第3項該当者）

北 区 17 2 303 － - 10 1 - 332

都 島 区 17 5 301 － - 13 1 - 336

福 島 区 5 1 153 － - 9 1 - 168

此 花 区 4 - 302 － 1 8 - - 315

中 央 区 10 1 208 － - 9 1 - 228

西 区 11 5 281 － - 8 - - 305

港 区 4 - 473 － 1 10 1 - 488

大 正 区 3 1 353 － - 5 1 - 362

天 王 寺 区 12 2 298 － - 6 - - 318

浪 速 区 3 2 236 － - 7 2 - 248

西 淀 川 区 4 3 343 － 1 30 7 - 381

淀 川 区 23 6 513 － 3 16 4 - 561

東 淀 川 区 12 2 646 － 3 23 3 - 686

東 成 区 7 - 283 － - 9 2 - 299

生 野 区 7 - 463 － - 11 3 - 481

旭 区 15 3 425 － - 7 2 - 450

城 東 区 14 4 612 － 3 24 2 - 657

鶴 見 区 9 3 366 － - 9 3 - 387

阿 倍 野 区 13 3 432 － 1 17 2 - 466

住 之 江 区 13 4 559 － 1 24 6 - 601

住 吉 区 20 - 572 － - 31 4 - 623

東 住 吉 区 10 9 526 － 3 20 - - 568

平 野 区 14 2 754 － 2 38 4 - 810

西 成 区 6 - 615 － - 5 2 - 626

計 253 58 10,017 － 19 349 52 - 10,696

交通至難の島その他の
地で総務省令で定める
地域に居住又は滞在す
る者
（同第４号該当者）

自己の属する投票区の
ある市区町村の区域外
に居住する者
（同第５号該当者）

（9）  不在者投票事由別不在者投票者数

計区 名

職務若しくは業務又は総
務省令で定める用務に
従事する者
（法48条の２第１項第１号
該当者）

（左記以外の）用務又は
事故のためその属する
投票区の区域外に旅行
又は滞在する者
（同第２号該当者）

疾病、負傷、妊娠、老
衰、身体の障害のため若
しくは産褥にあるため歩
行が困難である者又は刑
事施設、労役場、監置
場、少年院若しくは婦人
補導院に収容中の者
（同第３号該当者）

郵便等による不在者投票者
（法49条第2項該当者）

特定国外派遣組織に属
する選挙人で国外に滞
在するもののうち選挙当
日職務若しくは業務又は
総務省令で定める用務
に従事する者
（法49条第４項該当者）



イ　知事選挙

うち代理記載による投
票者
（法49条第3項該当者）

北 区 17 2 303 － - 10 1 - 332

都 島 区 18 5 300 － - 13 1 - 336

福 島 区 5 2 151 － 2 9 1 - 169

此 花 区 7 - 283 － 2 8 - - 300

中 央 区 11 1 203 － - 9 1 - 224

西 区 12 5 279 － 4 9 - - 309

港 区 4 - 470 － 2 10 1 - 486

大 正 区 3 1 352 － - 5 1 - 361

天 王 寺 区 11 2 298 － 5 6 - - 322

浪 速 区 4 2 237 － - 7 2 - 250

西 淀 川 区 4 2 342 － 2 30 7 - 380

淀 川 区 25 6 509 － 6 16 4 - 562

東 淀 川 区 9 2 646 － 6 23 2 - 686

東 成 区 8 - 285 － 1 9 2 - 303

生 野 区 7 - 460 － 2 11 3 - 480

旭 区 18 3 422 － - 8 2 - 451

城 東 区 13 4 615 － 6 24 2 - 662

鶴 見 区 10 3 365 － 1 9 3 - 388

阿 倍 野 区 10 2 431 － 2 17 2 - 462

住 之 江 区 11 4 553 － 6 24 6 - 598

住 吉 区 20 - 569 － - 31 4 - 620

東 住 吉 区 10 8 525 － 4 20 - - 567

平 野 区 14 2 756 － 2 38 4 - 812

西 成 区 6 - 617 － - 5 2 - 628

計 257 56 9,971 － 53 351 51 - 10,688

交通至難の島その他の
地で総務省令で定める
地域に居住又は滞在す
る者
（同第４号該当者）

自己の属する投票区の
ある市区町村の区域外
に居住する者
（同第５号該当者） 計

郵便等による不在者投票者
（法49条第2項該当者）

特定国外派遣組織に属
する選挙人で国外に滞
在するもののうち選挙当
日職務若しくは業務又は
総務省令で定める用務
に従事する者
（法49条第４項該当者）

区 名

職務若しくは業務又は総
務省令で定める用務に
従事する者
（法48条の２第１項第１号
該当者）

（左記以外の）用務又は
事故のためその属する
投票区の区域外に旅行
又は滞在する者
（同第２号該当者）

疾病、負傷、妊娠、老
衰、身体の障害のため若
しくは産褥にあるため歩
行が困難である者又は刑
事施設、労役場、監置
場、少年院若しくは婦人
補導院に収容中の者
（同第３号該当者）


